
平成 27 年７月 

子ども被災者支援法 基本方針改定案（概要） 

１ 改定の趣旨 

 集中復興期間が終了し、復興・創生期間が始まるに当たり、今後、どの

ような施策をどのような方針で行っていくべきか示す必要がある。また、

発災から４年が経過し、避難指示区域以外の線量が大幅に低減している

ことなどの状況もある。他方で、避難先での生活の定着といった状況もあ

る。このため、被災者が自ら居を定め、安心して生活ができるよう、帰還

や定住の支援に重点を置く方針を明らかにするため、子ども被災者支援

法基本方針（平成 25 年 10 月閣議決定）を改定する。 

 今回が初めての改定となる。 

 

２ 改定案の主な内容 

（１） 支援対象地域について 

①変更点 

・支援対象地域は、線量が発災時と比べ大幅に低減し、避難する状況

にはないことを明記。（現行方針では記載していない。） 

②変更しない点 

 ・避難先での生活の定着化により、被災者が帰還又は他の地域への定

住を新たに判断するためには、一定の期間を要することから、当面、

支援対象地域の縮小はしない。 

 ・また、支援対象地域以外の地域であっても、準支援対象地域として、

引き続き、施策ごとに支援すべき地域及び対象者を定めつつ、適切に

施策を実施。 

 

  ※支援対象地域：原発事故発生後、相当な線量が広がっていた「福

島県中通り・浜通り（避難指示区域等を除く）」を設定。 

  ※準支援対象地域：支援対象地域より広い地域で支援を実施するた

め、施策ごとの趣旨目的に応じて準支援対象地域を設定。  



（２） 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項について 

○変更点 

 個別施策を網羅的に列挙することをやめ、以下の特に重要なものに

ついてのみ、記載。 

 ・「住宅の確保」については、福島県が示した災害救助法に基づく応急

仮設住宅の提供期間（１年延長した上で、平成 29 年 3 月末まで）は、

線量の大幅な低減等とも整合的である旨、明記。 

政府としては、被災者がいずれかの地域において安心して生活を営む

ことができるよう、適切に対応。 

 ・「放射線による健康への影響調査、医療の提供等」については、事故

初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣

県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺検

査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組む。 

 ・各種支援団体の支援により、被災者がいずれかの地域において安心

して生活を営むことができるよう、適切に対応。 

 ・その他、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必

要な施策を行っていく。 

 


